
エリアデザイン調査特別委員会

報告資料 

令和３年７月７日 

報告事項件名 頁 

１ 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（綾瀬ゾーン）の取組み状況について ・・・２ 

２ 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（北綾瀬ゾーン）の取組み状況について ・・４

３ 花畑エリアデザインの取組み状況について ・・・・・・・・・・・・・・９

４ 江北エリアデザインの取組み状況について ・・・・・・・・・・・・・１３

５ 六町エリアデザインの取組み状況について ・・・・・・・・・・・・・２８

６ 千住エリアデザインの取組み状況について ・・・・・・・・・・・・・３１

７ 竹の塚エリアデザイン取組み状況について ・・・・・・・・・・・・・３４

８ 西新井・梅島エリアデザインの取組み状況について ・・・・・・・・・３６

（ 政策経営部 ）
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エリアデザイン調査特別委員会 報告資料

令和３年７月７日 

件 名 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（綾瀬ゾーン）の取組み状況について 

所管部課名 
エリアデザイン推進室 エリアデザイン計画担当課

市街地整備室 まちづくり課、道路整備室 街路橋りょう課 

内 容 

１ 綾瀬駅前開発用地について 

（１）購入予定地の状況

４月３０日（金）より開発事業者が工事を開始した。現在は、地下構

造物撤去及び埋戻し作業を行っており進捗状況は以下のとおりである。

  【地下構造物撤去状況】 【現在の状況】 

（２）仮囲いを活用した情報発信

開発用地南側の仮囲いの一部

壁面を借用し、綾瀬駅周辺の将 

来像などの情報発信を準備がで 

き次第行う。 

なお、７月４日（日）に実施 

された東京都議会議員選挙の投 

票を呼び掛ける横断幕設置にも 

利用した。  【横断幕設置状況】 

（３）開発マンションにおける保育施設の取扱い

これまで開発マンションには、保育施設を設置することで開発事業者

との覚書で合意していた。しかし、「足立区集合住宅の建築及び管理に関

する条例」に基づき、子育て支援施設の設置について教育委員会と開発

事業者で協議をした結果、教育委員会は要請しないこととにした。 

２ 綾瀬駅周辺地区まちづくり協議会（第３回）の開催について 

（１）開催日時 令和３年６月１５日（火）

午後６時３０分～午後７時３０分 

（２）場 所 足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）２階第１ホール 

（３）参 加 者 地元町会自治会等２７名
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（４）内 容 

ア 綾瀬駅周辺地区まちづくり協議会会員について

イ 綾瀬駅前交通広場整備事業及び建築計画に関する覚書について

ウ 綾瀬ゾーンエリアデザイン計画について

エ 綾瀬駅東口周辺地区まちづくり意識調査について

（５）主な質疑

Ｑ１：駅前交通広場と東綾瀬公園や東西の道路とも含めて一体的に整

備することは良い（意見のみ）。 

Ｑ２：住友不動産敷地の既存杭は全て撤去するのか。 

Ａ２：新築工事に支障となる部分のみ撤去する（住友不動産）。 

（６）今後の予定

年  月 内  容 

令和 3年 9月 まちづくり協議会（第 4回）の開催 

参考 これまでの経緯参考 これまでの経緯 

平成２６年 ６月 綾瀬エリアデザイン計画の策定 

平成２６年 ６月 旧こども家庭支援センター跡地の事業公募を開始 

平成２６年１１月 優先交渉権者として東京建物(株)を選定 

平成２７年 ７月 事業の凍結、東京建物(株)と契約しないことを決定 

平成２７年 ８月 住友不動産(株)が駅前の開発用地を取得 

平成２８年 ８月 旧こども家庭支援センター跡地を綾瀬小学校及び東綾

瀬中学校の仮設校舎用地として活用することを決定 

平成３０年１１月 綾瀬駅東口周辺地区まちづくり協議会設立 

平成３０年１２月 住友不動産(株)の駅前開発が白紙 

平成３１年 ３月 綾瀬駅東口周辺地区まちづくり協議会より駅前開

発用地に関する要望書を区へ提出 

平成３１年 ４月 住友不動産(株)へ地元要望及び暫定利用の要望を提出 

令和 元年１２月 住友不動産(株)へ綾瀬駅東口周辺地区まちづくり

方針（案）を提出 

令和 ２年 ７月 綾瀬駅東口周辺地区地区まちづくり計画策定 

令和 ２年 ９月 住友不動産(株)と確認書を締結 

令和 ２年１２月 綾瀬駅東口周辺地区地区計画策定 

令和 ３年 １月 綾瀬ゾーンエリアデザイン計画説明会・アンケート実施 

令和 ３年 ３月 住友不動産(株)と覚書を締結 

令和 ３年 ４月 住友不動産(株)所有地内地下構造物撤去工事開始 

問 題 点 

今後の方針 

綾瀬駅東口開発に伴う周辺環境整備を、関係機関や地元と調整しながら着

実に進めて行く。 
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エリアデザイン調査特別委員会 報告資料

令和３年７月７日 

件 名 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（北綾瀬ゾーン）の取組み状況について 

所管部課名 
エリアデザイン推進室 エリアデザイン計画担当課 

都市建設部 都市計画課、市街地整備室 まちづくり課 

内 容 

１ 北綾瀬駅周辺地区地区まちづくり計画（案）説明会の開催について 

（１）開催日時  令和３年７月 ９日（金）午後 ７時～ 

７月１０日（土）午前１０時～ 

（２）開催場所   東加平小学校 体育館 

（３）周知方法

説明会開催案内チラシ（別紙１参照 Ｐ６～７）を活用し、以下の

方法で周知した。 

ア 下図（ ）の地区内各戸配布（約１，３００件） 

イ 地区外関係者郵送（約２５０件）

ウ 関係する町会・自治会に回覧

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に応じて、関係地権者への

郵送や個別説明などに変更する場合あり

【配布範囲図】 
東京メトロ 

綾瀬車両基地 

しょうぶ沼 

公園 

環状七号線 
北
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瀬
駅

補
助
第 

 

号
線

109 

谷中三丁目 

谷中二丁目 

加平三丁目 谷中四丁目 

 地区まちづくり

計画範囲 
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２ 北綾瀬駅高架下店舗について 

令和３年６月２２日（火）に東京地下鉄(株)より、高架下店舗につい

てニュースリリースがあったので、報告する（別紙２参照 Ｐ８）。 

参考 これまでの経緯 

平成２７年 ３月 千代田線北綾瀬駅改良工事に関する施行協定締結 

平成２７年 ７月 千代田線北綾瀬駅改良工事着手 

平成２７年 ９月 北綾瀬駅周辺町会、自治会より「北綾瀬駅前ロー

タリー広場に関する要望書」の提出

平成２９年 ２月 北綾瀬駅周辺交通環境改善計画地元説明会の開催 

平成２９年１２月 北綾瀬駅周辺地区まちづくり勉強会発足 

平成３０年 ５月 北綾瀬駅周辺地区まちづくり協議会設立 

平成３１年 ３月 北綾瀬ゾーンエリアデザイン計画策定 

千代田線直通運転開始 

令和 元年 ５月 北綾瀬駅周辺地区地区まちづくり構想策定 

令和 元年 ８月 北綾瀬駅交通広場調査委託着手 

令和 ２年 ３月 北綾瀬駅改良工事等の工期延伸 

令和 ２年 ６月 しょうぶ沼公園改修工事完了 

令和 ２年１１月 都市計画法第１６条説明会（交通広場・駐輪場） 

令和 ２年１２月 北綾瀬駅北側改札口供用開始 

令和 ３年 ４月 都市計画決定（交通広場・駐輪場） 

問 題 点 

今後の方針 

北綾瀬駅周辺地区の更なる利便性の向上に向け、関係機関等と調整し環

境整備のための準備をしていく。 
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北 綾 瀬 駅 周 辺 地 区

北綾瀬駅周辺地区では、地区の将来像や４つの整備⽅針、今後の
具体的な⽅向性などを盛り込んだ「地区まちづくり計画（案）」を
作成しました。今後どのようにまちづくりを進めていくのかを
ご説明しますので、ぜひご参加ください。

「地区まちづくり計画（案）」
全般の説明

地 区 ま ち づ く り 計 画 （ 案 ）

駅前交通広場の整備
により安全で便利な
駅周辺の交通環境を
確保

にぎわいを創出する
施設の誘導や商店街
の活性化

安全安⼼に暮らせる
良好な住宅地の形成

７/ ９（⾦）
１０（⼟）

19:00〜

10:00〜

４つの整備⽅針

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。

（承認番号）３１都市基交著第１１９号（承認番号）３１都市基街都第１３９号、令和元年９月５日

谷中公園

0 50 100 250

ｍ

Ｎ

稲荷公園

中井堀

公園

綾瀬

警察署

東京メトロ

綾瀬車両基地

しょうぶ沼公園
北綾瀬駅周辺の快適性や利便性
向上のため、先⾏して進めてい
く駅前交通広場周辺地区におけ
る計画の説明

を中⼼にお伝えします！

駅前交通広場
周辺地区

しょうぶ沼公園を活
⽤した地域交流拠点
と⽔とみどりのネッ
トワーク形成

地域の皆様と区が共有
する、まちづくりの指
針となるものです。地
区の将来像をはじめ、
まちの現状、まちの課
題、⽅向性などを⽰し

ています。

※

※

北綾瀬駅周辺地区
（地区まちづくり計画策定範囲）

裏面へ⇒
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新型コロナウイルス対策として、当⽇は
会場にて検温およびアルコール消毒、
マスク着⽤にご協⼒お願いいたします。

しょうぶ沼公園

東加平小学校 体育館

（加平１－１２－１２）
下の公園

Ｎ

（加平１−１２−１２）

時間は概ね１時間を予定しております。

北綾瀬駅周辺地区におけるまちづくりの検討、取組み状況は、
足立区公式ホームページでも逐次お知らせしてまいります。
是非ご覧ください。

⾞での来場はご遠慮ください。

地
区
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定
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７
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予
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︑
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等
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原
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定

案
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縦
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⾒
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受
付
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会
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和
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都
市
計
画
決
定
の
告
⽰

令
和
４
年
夏
頃
予
定

※⽤途地域に関する
事項については、

現在、東京都と協

議中です。

検 索北綾瀬駅周辺地区まちづくり
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21-29 2021年 6月 22日 

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：山村 明義、以下「東京メトロ」）とメトロ開発

株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：入江 健二、以下「メトロ開発」）は、2021年 6月 30日（水）、

千代田線北綾瀬駅高架下のM’av 北綾瀬 Lieta（マーヴ北綾瀬リエッタ）を第 2期開業いたします。 

M’av北綾瀬 Lietaは、ホーム延伸に伴う 10両編成列車との直通運転の開始や出入口の新設など、リニュ

ーアルが進む北綾瀬駅において、2021年 3月に第 1期開業いたしました。この度、2021年 6月 30日（水）に

第 2期として新たに 7店舗を開業いたします。 

今回の開業により、M’av北綾瀬 Lietaは、第 1期高架下 1店舗と合わせて高架下 8店舗の展開となります。

今後は、2021年 9月に駅ビル 1、2階部分 4 店舗を開業し、合計 12店舗による展開を予定しています。 

東京メトログループでは、今後もお客様のニーズや周辺店舗・街のイメージなどに合わせた店舗展開を行

い、より快適な駅空間、高架下環境の整備に取り組んでまいります。 

M’av 北綾瀬 Lieta第 2期開業の詳細は、別紙をご覧ください。 

千代田線北綾瀬駅高架下M’av
マ ー ヴ

北綾瀬Lieta
リ エ ッ タ

に新たに店舗が加わります！ 

～2021年 6月 30日（水）、第 2 期として 7店舗開業、2021年 9月グランドオープン予定～ 

M’av 北綾瀬 Lieta(第 2 期)完成イメージ 
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エリアデザイン調査特別委員会 報告資料

令和３年７月７日 

件 名 花畑エリアデザインの取組み状況について 

所管部課名 
エリアデザイン推進室 エリアデザイン計画担当課

みどりと公園推進室 みどり推進課 

内 容 

１ 毛長公園改修に伴う基本計画案の周知について 

現地に基本計画案※（別紙参照 Ｐ１１～１２）を掲示し、意見募集を

行ったので以下のとおり報告する。 

※ 令和２年１２月に現地及び周辺利用者にヒアリング結果を踏まえ作成

（１）掲示期間

令和３年４月２８日（水）～令和３年５月１４日（金）

（２）掲示場所

毛長公園外柵６か所及び花畑公園・桜花亭６か所（下図参照）

（３）要望数

９件

（４）要望概要及び回答

ア 桜の木の復活

花瀬橋取付けスロープ周辺の植栽地に桜（神代曙）を植樹する。

イ トイレ、水飲み場の設置

中央部エリアにバリアフリートイレ兼管理詰所、健康づくりエリ

アにユニバーサルデザイン対応の水飲み場を設置する。

ウ 夜間を明るくして治安の確保

公園照明は、警察庁が規定する照度基準から、足立区では通常平

均照度３lx を採用しているが今回５lx（４ｍ先の人の顔の概要が識
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別できる明るさ）を確保し、併せて防犯カメラを設置する。 

エ 毛長川の浄化及び適切な維持管理

河川管理者である東京都へ要望する。

参考 これまでの経緯 

平成２７年 １月 花畑エリアデザイン計画を策定 

平成２７年 ３月 ＵＲ花畑団地の約４．７ｈａの創出用地に文教大

学の進出が決定 

平成２７年 ９月 文教大学が用地を取得 

平成２９年 ６月 文教大学と包括的な連携協力に関する基本協定を締結 

平成３０年 ３月 文教大学の理事会にて「東京あだちキャンパス」

の名称が正式に決定 

平成３１年 ４月 文教大学東京あだちキャンパス建設工事着手 

令和 元年１０月 毛長川周辺環境整備に伴う計画説明会開催 

令和 ２年 ４月 草加市と（仮称）花畑人道橋協定締結 

令和 ２年１０月 （仮称）花畑人道橋下部工工事着手 

令和 ２年１２月 （仮称）花畑人道橋上部工工事着手 

令和 ３年 ２月 （仮称）花畑人道橋が「花瀬橋」に決定 

令和 ３年 ２月 文教大学東京あだちキャンパス竣工・バス転回場運用開始 

令和 ３年 ３月 文教大学東京あだちキャンパス開設記念式典 

令和 ３年 ４月 文教大学東京あだちキャンパス開設 

問 題 点 

今後の方針 

１ 令和４年４月の親水拠点エリア周辺の毛長公園の開園を目指し、整備

を進めていく。 

２ 今後、東京都の護岸整備工事完了後、順次毛長公園改修工事を実施す

る。 
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エリアデザイン調査特別委員会 報告資料

令和３年７月７日 

件 名 江北エリアデザインの取組み状況について 

所管部課名 

エリアデザイン推進室 エリアデザイン計画担当課

衛生部 衛生管理課、都市建設部 都市計画課、交通対策課 

道路整備室 道路管理課、市街地整備室 まちづくり課 

みどりと公園推進室 みどり推進課 

内 容 

１ 東京女子医科大学附属足立医療センターについて 

（１）東京女子医科大学附属足立医療センター工事の状況

現在、病院棟と学校・寮棟ともに内装・外構工事を行っている（各棟

の位置は次頁配置計画図参照）。 

なお、現在行っている足立医療センター工事竣工後に、令和４年１

月１日（土）の開院（外来診療開始日は１月５日（水）、看護専門学校

の開校は１２月１日（水））に向け事務室内パーテーションの設置、医

療機器や什器備品の搬入やネット環境などの整備を行う予定である。 

【今後の工事スケジュール】 

病院棟 学校・寮棟 

期 間 工事種類 期 間 工事種類 

令和元年  7月～ 山留・杭他工事※１ 令和元年  7月～ 山留・杭他工事※１ 

令和元年 11月～ 地下躯体工事※２ 令和２年  4月～ 地下躯体工事※２ 

令和２年  4月～ 地上躯体工事※３ 令和２年  7月～ 地上躯体工事※３ 

令和２年  6月～ 外装・内装工事 令和２年 10月～ 外装・内装工事 

令和３年  2月～ 外構工事 令和３年 2月～ 外構工事 

令和３年  7月 竣工予定 令和３年  7月 竣工予定 

※１ 山留・杭他工事とは、地下を掘った際に周囲の土が崩れないように

する工事、建物の基礎となる杭を打設する工事。 

※２ 地下躯体工事とは、建物の主要な構造部を形成する地下部分の工事。 

※３ 地上躯体工事とは、建物の主要な構造部を形成する地上部分の工事。 

【工事状況写真（６月）】 

【学校・寮棟（北側から望む）】 【病院棟（北側から望む）】 

13



【配置計画図】 

（２）東京女子医科大学附属足立医療センターへの案内サインについて

周辺で無電柱化工事などの基盤整備を進めるとともに、関係機関と

連携して東京女子医大附属足立医療センター利用者にわかりやすい

案内を行うため、案内看板等の整備を進めている（別紙１参照 

Ｐ１８）。 

２ 江北地区まちづくり連絡会（第１１回）の開催について 

（１）開催日時  令和３年６月２１日（月） 

午後６時３０分～午後７時３０分 

（２）場 所  高野小学校 体育館 

（３）参 加 者  地元町会自治会等 ９名 

（４）内  容 

ア 上沼田第二公園（東エリア）基本計画案の決定および上沼田第六

公園の名称変更について 

イ 補助第１３８号線（江北地区）用地測量説明会の実施について

ウ バリアフリー地区別計画（江北周辺地区）の策定について

エ その他

（ア）東京女子医科大学附属足立医療センターの開設について

（イ）都有地活用による魅力的な移転先整備事業について

（ウ）東京女子医科大学附属足立医療センター周辺事業の進捗状況に

ついて 

（５）主な質疑

Ｑ１：上沼田第六公園のパンダのオブジェは残すのか。

Ａ１：残す予定である。

Ｑ２：補助第１３８号線の整備に反対している住民への対応は、ど

う考えているのか。 

Ａ２：今後、用地測量に入る際には、個々に丁寧に説明していく。 

東
京
女
子
医
大
通
り
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Ｑ３：江北バス通りも無電柱化など、改善をして欲しい。 

Ａ３：安全性の課題は認識している。無電柱化は幅員の関係上、技 

術的に難しいが、長期、短期の視点で何ができるか、東京都 

と調整していく。 

（６）今後の予定

年  月 内 容 

令和 3年 7月 上沼田第六公園バス転回場工事竣工 

３ 上沼田第二公園（東エリア）改修に伴う取組み状況について 

江北エリアデザイン地区内の上沼田第二公園（東エリア）改修の基本

計画案を策定したので以下のとおり報告する（別紙２参照 Ｐ１９）。 

（１）基本計画案

ア 基本方針

（ア）パークイノベーション計画での周辺公園との役割分担により、

東エリアの位置づけは「にぎわい」とする。 

（イ）既存の施設や樹木を活かし、緑陰の下で児童や幼児が活発に体

を動かした遊びができる遊具を配置する。 

（ウ）高齢者の運動機会につなげる周回園路、ベンチを設置する。

（エ）隣接する江北小学校や緑道と連続性、統一的な設えとする。

イ ゾーニング案

（ア）既存部は通り抜けし易い園路を整備し、園路で児童・幼児

ゾーン分けを行い、利用者が交錯せず安心して利用可能な配置と

する。 

（イ）拡張部は隣接する江北小学校の図書室との一体利用が可能な読

書ができる草地広場とする。 

（２）策定手順

ア 基本計画素案作成

令和３年２月に実施した公園利用者、周辺住民及び江北・高野小

学校へのアンケート結果の上位要望を取り入れ素案を作成する。 

イ 基本計画案の策定

素案を下記のとおり送付及び現地掲示した結果を反映し、計画案

を作成する。 

（ア）送付先

江北地区まちづくり連絡会各町会・自治会長、公園沿道住民、

アンケート実名回答者、高野小、江北小

（イ）掲示場所・期間

・ 令和３年４月１９日（月）～令和３年４月３０日（金）

・ 上沼田第二公園入口４か所
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（ウ）要望

１件（どんぐりのなる木の植樹）

※ 区立公園では珍しい丸いどんぐりのなる「クヌギ」を追加

し最終案とする。 

（３）整備スケジュール

令和 3年度 令和 4年度 

実施設計 

改修工事 拡張部、緑道部 

既存部 

４ 上沼田東公園改修に伴う取組み状況について 

江北エリアデザイン地区内の上沼田東公園改修計画の取組み状況に 

ついて以下のとおり報告する。 

（１）公園改修に向けたアンケート実施について(別紙３参照 Ｐ２０～２７) 

令和２年度にとりまとめた基本計画案を基に、アンケート調査を行 

い意見・要望を集約し地域の声を活かした計画とする。 

ア 調査範囲

上沼田東公園周辺地区まちづくり協議会の対象範囲

イ 送付日・送付先

令和３年６月１４日（月）から調査範囲内に各戸配布

ウ 回収方法

郵送、インターネット

（２）アンケート結果の周知

次回のエリアデザイン調査特別委員会で報告後、上沼田東公園周辺

地区まちづくり協議会等で周知する。 

←環状七号線→ 

↑ 

尾 

久 

橋 

通 

り 

↓ 

↑

東

京

女

子

医

大

通

り 

↓ 

上沼田東公園  

西 新 井 大 師 西 駅

調査範囲  
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（３）今後の予定

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施設計 

改修工事 

参考 これまでの経緯 

平成２７年 ４月 東京女子医科大学東医療センター移転の覚書締結 

平成２８年 ３月 足立区大学病院施設等整備基金条例の制定 

平成２９年 ３月 足立区における病院整備の基本方針を策定 

平成２９年 ４月 東京女子医科大学東医療センターの建設及び運営

等に関する覚書を締結 

平成２９年１２月 江北三・四丁目地区地区計画、江北平成公園、上

沼田東公園の都市計画の変更 

平成３０年 ７月 東京都と江北四丁目２２、２３番地について、土

地売買契約を締結及び土地所有権を取得 

平成３０年１０月 東京都と江北四丁目２１番地について、土地売買

契約を締結及び土地所有権を取得 

平成３０年１１月 江北エリアデザイン計画の策定 

平成３０年１２月 東京女子医科大学東医療センターの建設及び運営

等に関する基本協定を締結 

平成３１年 ３月 東京女子医科大学新東医療センターの建設工事着手 

令和 ２年 ２月 江北まちづくり住民説明会開催 

令和 ２年 ３月 江北スポーツ施設整備・運用方針策定 

令和 ２年 ５月 補助１３８号線（江北・興野地区）現況測量説明 

令和 ２年 ７月 江北小学校工事着手 

令和 ２年１０月 上沼田第六公園（バス転回場含む）改修工事着手 

令和 ３年 １月 道路愛称名を「おしべ通り」から「東京女子医大

通り」に変更 

令和 ３年 １月 病院名称が「東京女子医科大学附属足立医療セン

ター」に正式決定

問 題 点 

今後の方針 

１ 今後も事業の進捗状況に合わせまちづくり連絡会等を通じて情報を発 

信し、地域の意見をまちづくりに反映させていく。 

２ 上沼田第二公園の拡張部と緑道部の整備は、令和４年４月の江北小学 

校開校と同時開園を目指し、準備を進めて行く。 
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東京女子医科大学附属足立医療センターへの案内サイン

江北給水所

高野小

江北小学校

上沼田第二公園

東京女子医科大学附属
足立医療センター

上沼田第六公園

←環状７号線→

江
北
駅

（仮称）江北健康づくりセンター

オーバーハング式道路標識 【都道車道上】

江北駅副駅名 【ホームドア上】

道路愛称名

交差点地点名表示

交差点地点名表示

・東京女子医大足立医療センター

・東京女子医大
足立医療センター前

オーバーハング式道路標識 【都道車道上】

バス停名

電柱巻広告

別紙１

バス停名

道路愛称名

歩行者案内サイン（大）
※小サイズも合わせて計１０箇所
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Administrator
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上沼田第二公園(東エリア）改修案
～アンケート上位の遊具を複数配置～

上沼田第二公園(東エリア）改修案
～アンケート上位の遊具を複数配置～

（仮称）江北小学校
令和4年4月開校予定

アジサイ類

フジ

高齢者向け整備高齢者向け整備

設置予定の遊具設置予定の遊具

コクチナシ

コクチナシ

季節を感じられる植栽季節を感じられる植栽

学校図書室

顔・シンボルゾーン 児童遊具ゾーン サブ出入口

幼児ゾーン

低木植栽ゾーン

読書広場ゾーン

草地遊びゾーン

アジサイ類

アジサイ類

コクチナシ

ハイビャクシン
アジサイ類

アジサイ類

アジサイ類

フイリアオキ
シルバープリペット

ベンチ

ベンチ

ベンチ

ベンチ

ベンチ

別紙2

テーマ 木陰で健康づくり公園
整備内容
● 遊具の配置
アンケートで要望の多い遊具を配置し、 既存遊具と
組み合わせ、体を動かして遊べる児童ゾーンと、 木陰
で遊べる幼児ゾーンを整備する。
● 拡張部の整備
新設小学校に隣接する拡張部は、芝生に江北由来の
桜、縁台やスツールを配置し、児童が読書できるゾーン
とする。
● 高齢者向けの整備
公園内を周回できる園路、休憩用のベンチを整備し、

既存の健康器具も活用して、運動する機会につなげられ
るよう整備する。
● 季節感のある植栽
アンケート自由意見で希望が多かった季節感を意識し、
シンボルとなる樹木や、花が楽しめる低木を配置する。
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別紙３ 
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エリアデザイン調査特別委員会 報告資料

令和３年７月７日 

件 名 六町エリアデザインの取組み状況について 

所管部課名 

エリアデザイン推進室 エリアデザイン計画担当課

総務部 資産活用担当課

危機管理部 危機管理課、施設営繕部 東部地区建設課

内 容 

１ （仮称）六町駅前安全安心ステーション（ろくまる）について 

  （仮称）六町駅前安全安心ステーション開設に向けた取組みについて、

以下のとおり報告する。 

（１）地元検討会

ア 開催日時 令和３年７月７日（水）午後６時～午後７時

イ 場  所 保塚地域学習センター 

ウ 参 加 者 町会自治会等

エ 内  容 

（ア）工事進捗状況

（イ）正式名称と愛称名の決定

（ウ）みんなの庭活動報告

（エ）施設運用ルール

（２）現在の工事状況

躯体工事が終了し、工程の約７割が完了している。現在は９月の竣

工に向けて外装・内装工事を行っている。 

【今後の工事スケジュール】 

期間 工事種類 

令和２年１２月～ 準備工事 

令和３年 ２月～  杭基礎工事※１ 

令和３年 ４月～ 躯体工事※２ 

令和３年 ５月～ 外装・内装工事 

令和３年 ７月～ 外構工事 

令和３年 ９月 竣工予定 

令和３年１１月 開設予定 

※１ 杭基礎工事とは、建物を支える基礎及び杭を設置する工事

※２ 躯体工事とは、建物の主要な構造部を形成する工事

28



【躯体（鉄骨建て）】 【建物外観 西側から】 

※ 建物概要：鉄骨造３階建て、延床面積１９３．５１㎡

２ 六町駅前区有地の土壌汚染対策に係わるモニタリング調査状況について 

東京都は駅前区有地に対する土壌汚染対策工事の施工後、現在２年間

のモニタリング調査を実施中である。 

６月のモニタリング調査結果について、東京都より「基準値以内」と

の報告があった。 

※ ３カ月に１回採水・調査し、基準値以下が２年間継続後、区域解除される。 

年 
R2 R3 R4 

3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 

結果※ 〇 〇 〇 〇 〇 ○   

※ 〇：基準値以内を示す

表１ モニタリング調査結果及び予定表 

今回の結果 

【案内図】 
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参考 これまでの経緯 

平成２８年 ２月 六町駅前区有地に関するサウンディング型市場調

査を実施（１０者が参加） 

平成２８年１２月 六町エリアデザイン計画を策定 

平成２９年 ３月 防犯・防災活動拠点整備検討会議を設置 

（令和２年９月までに９回開催） 

平成３０年 ８月 六町駅前安全安心ステーション設置に向けた基本

的な考え方（案）を策定 

令和 元年 ９月 六町エリアデザインオープンハウス型説明会 

令和 ２年 １月 地域運営準備プロジェクト第１回ワークショップ 

令和 ２年 １月 警視庁綾瀬警察署と「足立区における区立六町防

犯施設の相互連携協力に関する覚書」を締結  

令和 ２年 ２月 地域運営準備プロジェクト第２回ワークショップ 

令和 ２年 ９月 防犯・防災活動拠点整備検討会議を開催 

令和 ２年１１月 （仮称）六町駅前安全安心ステーション建築業者決定 

令和 ２年１１月 地域運営準備プロジェクト第４回ワークショップ 

令和 ２年１２月 地域運営準備プロジェクト第５回ワークショップ 

令和 ２年１２月 防犯・防災活動拠点整備検討会議を開催 

令和 ３年 １月 （仮称）六町駅前安全安心ステーション工事着手 

令和 ３年 ３月 （仮称）六町駅前安全安心ステーションの愛称名を 

「ろくまる」に決定 

令和 ３年 ３月 六町加平橋車道開放 

問 題 点 

今後の方針 

１ （仮称）六町駅前安全安心ステーション（ろくまる）の役割を十分に

活かせるように、地域の防犯活動の機運を醸成する取組みを実施してい

く。 

２ 六町駅前区有地について、２年間のモニタリング調査終了を予定して

いる令和４年３月に基準値以下を確認後、速やかに事業者公募が行える

ように庁内検討を進めている。検討にあたっては、六町エリアの資源を

整理するとともに、区有地及び周辺に必要な機能などを分析している。 
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エリアデザイン調査特別委員会 報告資料

令和３年７月７日 

件 名 千住エリアデザインの取組み状況について 

所管部課名 
エリアデザイン推進室 エリアデザイン計画担当課

市街地整備室 まちづくり課、千住地区まちづくり担当課 

内 容 

１ 千住大橋地区Ｅ街区の予定工期変更について（報告） 

千住大橋駅周辺地区のＥ街区（下図参照）の着工等スケジュールが変

更となったので以下のとおり報告する。 

（１）工期変更について

ア 予定工期

項目 変更前 変更後 

着工予定 令和 3年 7月 31日 令和 4年 1月 7日 

完了予定 令和 7年 7月 31日 令和 8年 1月 31日 

イ 理由

土壌調査及び追加のボーリング調査を行なうため。

（２）周知方法について

ア 周辺住民へ各戸配布（事業者対応）

イ 町会長等へのお知らせ（まちづくり課対応）

【Ｅ街区工事概要】 

敷地面積：8,900.62 ㎡  高  さ：146.80ｍ 

階数  ：42 階   住戸数：468 戸 
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２ アドバイザリー会議の開催について（北千住駅東口北街区） 

（１）開催日時  開催日時  令和３年７月１５日（木） 

午後３時４５分～午後５時１５分 

（２）場  所  足立区役所 南館８階 庁議室 

（３）参 加 者  学識経験者等７名、委員（区職員）８名 

（４）内  容（予定） 

ア まちづくり構想に基づく駅前エリアの方針・考え方

イ 駅前再開発の動きについて

ウ 意見交換

参考 これまでの経緯 

１ 北千住駅東口周辺地区地区計画 

  令和 元年１２月 地区まちづくり構想（変更案）説明会実施（２回） 

  令和 元年１２月 構想案のパブリックコメント実施 

  令和 ２年 １月 構想案のパブリックコメント実施 

  令和 ２年 ３月 地区まちづくり構想（変更案）策定 

２ 千住一丁目再開発 

  平成２６年 ６月 千住一丁目地区第一種市街地再開発準備組合設立 

  平成２７年 ７月 都市計画決定 

  平成２８年 ４月 組合設立認可 

  平成２８年１２月 権利変換計画認可 

  平成２９年１１月 施設建築物工事着手 

  平成３０年 ３月 再開発組合が千住一丁目町会、千住二丁目町会及 

び千住本町商店街振興組合と風環境、多目的室利 

用に関する覚書を締結 

令和 ３年 １月 工事完了公告 

３ 千住大川端地区 

  令和 元年１１月 千住大川端（Ａ工区）開発推進連絡会（第３６回） 

  令和 ２年 ４月 千住大川端（Ａ工区）開発推進連絡会（第３７回） 

４ 千住大橋地区 

  平成１８年 ３月 住宅市街地総合整備事業開始 

  平成１９年 ６月 千住大橋駅周辺地区における住宅等の整備に関す

る覚書を締結 

  令和 ２年 １月 千住大橋駅周辺地区における住宅等の整備に関す

る一部変更の覚書を締結 
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５ 北千住駅東口再開発 

  平成２８年 ８月 北千住駅東口地区市街地再開発準備組合設立(南地区） 

  平成２９年 ８月 北千住駅前地区市街地再開発準備組合設立（北地区） 

問 題 点 

今後の方針 

千住エリアのまちづくりは、開発事業者等と情報共有するとともに、ア

ドバイザリー会議での意見やまちづくり連絡会等での地域住民の意向を把

握して進めて行く。 
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エリアデザイン調査特別委員会 報告資料

令和３年７月７日 

件 名 竹の塚エリアデザインの取組み状況について 

所管部課名 
エリアデザイン推進室 エリアデザイン計画担当課

鉄道立体推進室 竹の塚整備推進課 

内 容 

１ 竹の塚エリアデザイン計画について 

（１）説明会及び意向調査の実施結果について

まちの現状や将来像について意見を募るため、以下のとおり説明会

及び意向調査を実施した。令和３年６月２９日時点の状況は以下のと

おり。 

ア オンライン説明会及びＷＥＢアンケート

（ア）実施期間  令和３年６月１日（火）～６月３０日（水） 

（イ）録画配信視聴数 ６１８回 

（ウ）ＷＥＢアンケート回答数 １１９票

イ 会場説明会・アンケート（オープンハウス型説明会）

（ア）開催日時  令和３年６月１８日（金）午後 ３時～午後８時 

令和３年６月１９日（土）午前１１時～午後４時 

（イ）実施場所  竹の塚センター １階・第２会議室 

（ウ）参加者数 １５人 

・ ６月１８日 ８人 

・ ６月１９日  ７人

ウ 無作為抽出アンケート

（ア）送付範囲 竹の塚エリアデザイン範囲 

（竹ノ塚駅中心から約１km） 

（イ）標本数 ２，０００票 

（ウ）有効回収数 ７６６票 

・ 郵送回答数  ５８１票 

・ ＷＥＢ回答数 １８５票

（エ）有効回収率 ３８．３％ 

エ 窓口（区役所本庁舎、竹の塚区民事務所、伊興区民事務所）

アンケート回答数 未回収 

（２）今後の予定

令和３年 ８月 計画骨子案の作成 

令和３年１１月～令和４年１月  計画素案作成・説明会・パブリッ 

クコメント 

令和４年 ３月 計画策定 

34



参考 これまでの経緯 

１ 竹ノ塚駅付近鉄道高架化について 

平成２３年 ３月 都市計画決定 

平成２３年１２月 事業認可 

平成２４年１１月 工事着手 

平成２８年 ５月 下り急行線高架化 

平成３１年 １月 事業認可変更（期間延伸） 

令和 元年 ８月 東武鉄道と変更施行協定締結 

令和 元年 ９月 竹ノ塚駅新駅舎デザイン公表 

令和 ２年 ９月 上り急行線高架化 

２ まちづくりについて 

平成２０年１２月 竹ノ塚駅周辺地区まちづくり構想策定 

平成２３年 ３月 区画街路第１４号線及び東口駅前広場都市計画決定 

平成２３年１２月 区画街路第１４号線事業認可 

平成２６年 ３月 竹ノ塚駅周辺地区（中央ブロック） 

地区まちづくり計画策定 

平成２７年 ３月 区画街路第１４号線事業認可変更（期間延伸） 

平成２７年 ３月 竹ノ塚駅周辺地区（中央ブロック） 

地区計画（素案）説明会（１回目） 

平成２９年 ３月 区画街路第１４号線事業認可変更（区域変更、期間延伸） 

平成２９年 ３月 竹ノ塚駅周辺地区（中央ブロック） 

地区計画（素案）説明会（２回目） 

平成２９年 ７月 竹ノ塚駅中央地区地区計画（原案）説明会 

平成２９年１１月 竹ノ塚駅中央地区地区計画決定・告示 

平成３１年 ２月 第１回竹ノ塚駅周辺エリア都市再生検討会トップ会議 

令和 ２年 ２月 第２回竹ノ塚駅周辺エリア都市再生検討会トップ会議 

令和 ３年 ２月 第３回竹ノ塚駅周辺エリア都市再生検討会トップ会議 

問 題 点 

今後の方針 

令和３年度末のエリアデザイン計画の策定に向け、今回行った意向調査

を踏まえ計画の骨子策定作業を進めて行く。 
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エリアデザイン調査特別委員会 報告資料

令和３年７月７日 

件 名 西新井・梅島エリアデザインの取組み状況について 

所管部課名 

エリアデザイン推進室 エリアデザイン計画担当課

道路整備室 街路橋りょう課 

市街地整備室 まちづくり課、中部地区まちづくり担当課 

みどりと公園推進室 みどり推進課 

内 容 

１ 西新井駅西口における連絡通路の仮設昇降機整備に関する協定書の締

結について 

足立区と東武鉄道株式会社は、仮設昇降機整備に向けて別紙のとおり

協定を締結する。（別紙１参照 Ｐ４０～４３） 

（１）仮設昇降機

ア エスカレーター ２台（上り・下り用各１台、各２人乗り）

イ エレベーター  １台（１５人乗り、ストレッチャー搬入可） 

（２）仮設昇降機の費用負担及び財産の所有権

ア エスカレーター

昇降設備 

工事費 

躯体費 維持管理費 その他 

費用 

財産の 

所有権 

足立区 東武鉄道 東武鉄道 東武鉄道 東武鉄道 

※ 区負担上限額 １億７９８５万円（消費税込み）

イ エレベーター

費用負担及び財産の所有権はともに東武鉄道

（３）今後の予定

年  月 内 容 

令和 3年 7月 仮設昇降機整備に関する協定書締結 

 9月 仮設階段等工事着手 

令和 4年 9月 仮設階段等供用開始 

２ 西新井駅西口駅ビルの整備に関する協議について 

（１）開催日  令和３年５月１３日（木） 

（２）参加者

ア 東武鉄道㈱ 専務執行役員 以下４名 

イ 足立区 副区長 以下５名 
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（３）主な検討事項

ア 旧東武ストア部分に関すること

（ア）仮設階段等整備について

（イ）現在残っている建物の設えについて

イ 旧トスカ西館部分に関すること

（ア）解体工事について

（イ）隣接する賃貸マンションについて

ウ 駅前交通広場整備に関すること

（ア）整備スケジュールおよび駅ビル工事への車両乗り入れについて

エ 将来の駅ビルへの車両動線に関すること

（ア）駅ビル計画に必要な車両動線の調整

３ 西新井駅西口利用者への周知方法について 

（１）区からのお知らせ

まちづくりの周知に関する掲示場所の協力を東武鉄道から得て、以

下の掲示を行った。今後も最新情報に更新していく。 

ア 掲示日   令和３年６月２１日（月） 

イ 内容    駅前交通広場の整備スケジュール（予定） 

ウ 現場写真

（２）東武鉄道からのお知らせ

現在、掲示されている情報は以下のとおりである。

ア 掲示日 令和３年５月１２日（水） 

イ 内容 仮設階段等整備に関する工事予定のお知らせ 

４ 西新井公園の都市計画変更及び補助第２５５号線の整備に関する説明

会の開催について 

新型コロナウイルス感染拡大防止から、当初予定していた説明会を延

期し、オンライン説明動画配信及びＷＥＢアンケートの実施を先行して

行うこととしたので報告する。 

（１）オンライン説明動画配信及びＷＥＢアンケート

ア 配信期間 令和３年５月３１日（月）～７月３１日（土）
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イ 配信方法 足立区ホームページ

ウ 案内チラシの配布（別紙２参照 Ｐ４４～４５）

配布時期 令和３年５月３１日（月）

配布範囲 西新井公園及び補助第２５５号線の地権者及び居住者

（約１，０００件）

配布方法：各戸配布、郵送

（２）対面による説明会の開催予定

ア 日時 令和３年７月１１日（日）午前１０時から、午後１時から

１３日（火）午後７時から 

１５日（木）午後７時から 

イ 会場 第十中学校

ウ 案内チラシの配布（別紙３参照 Ｐ４６～４７）

配布時期 令和３年６月２４日（木）

配布範囲 上記（１）ウのとおり

配布方法 上記（１）ウのとおり

参考 これまでの経緯等 

１ エリアデザイン計画について 

令和 元年 ７月 オープンハウス型説明会を実施

令和 元年 ８月 住民説明会を実施 

令和 元年１２月 住民説明会を実施 

令和 元年１２月 計画案のパブリックコメントを実施 

令和 ２年 ３月 西新井・梅島エリアデザイン計画策定 

２ 西新井駅周辺について 

平成２７年 １月 西新井駅西口交通広場の都市計画変更 

平成２８年 ２月 東西自由通路について、東武鉄道、イオンリテー 

ル及び区の三者で勉強会を開始（現在休止）

←環状七号→ 

←

旧
日
光
街
道→

東武スカイツリーライン 
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平成３０年 ４月 既存通路活用案で協議を継続することを決定 

令和 元年 ７月 東武ストア西新井店解体着手 

令和 ２年 ２月 東武ストア西新井店解体完了 

令和 ２年 ７月 西新井駅西口における連絡通路の昇降機整備に向 

けた確認書締結 

  令和 ３年 ２月 西新井西口駅ビル整備推進に関する要望書提出 

３ 都営梅田八丁目アパート創出用地について 

平成２０年度   建て替え工事着手 

平成２９年 ７月 既存建物（創出用地）の解体完了 

平成３１年 ３月 仮設庁舎の建設工事着手 

令和 元年 ７月 東京都住宅政策本部へ創出用地の取得に向けた要 

望書を提出 

令和 ２年 ７月 東京都より創出用地譲渡時期１年延伸見込み報告 

令和 ３年 ２月 梅田八丁目複合施設基本構想及び基本計画策定支 

援業務委託着手（公募型プロポーザル方式） 

４ 西新井駅東口周辺地区のまちづくりについて 

昭和３２年１２月 西新井公園の都市計画決定 

昭和４１年 ７月 補助第２５５号線の都市計画決定 

平成３０年 ７月 西新井駅東口周辺地区まちづくり勉強会発足 

令和 元年 ８月 西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会発足 

令和 元年１２月 西新井駅東口周辺地区まちづくり構想策定に向け

たアンケート実施 

令和 元年１２月 西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第 2回） 

令和 ２年１１月 西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第 3回） 

令和 ３年 ３月 西新井公園及び補助第２５５号線地権者資料配布 

問 題 点 

今後の方針 

１ 区の交通広場整備に合わせて西口駅ビル整備が進められるよう、引き

続き東武鉄道と協議を進める。 

２ 地権者等の意向を把握し、理解を得ながら西新井公園の都市計画変更

及び補助第２５５号線の事業化を目指す。 
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西新井駅西口における連絡通路の仮設昇降機整備に関する協定書 

足立区（以下「甲」という。）と東武鉄道株式会社（以下「乙」という。）は、令

和２年７月２１日付け「西新井駅西口における連絡通路の昇降機整備に向けた確認

書」に基づき、仮設昇降機整備（以下「本事業」という。）について、施工位置、施

工期間、事業主体、費用負担等を定めるために、次のとおり協定を締結する。 

 （施工位置及び施工期間） 

第１条 施工位置及び施工期間は、別紙のとおりとする。ただし、施工期間内に完

成しないことが明らかになった場合には、甲乙協議の上、改めて施工期間を定め

る。 

 （事業主体、費用負担及び財産の所有権） 

第２条 本事業の事業主体は乙とし、本事業として設置するエスカレーター（以下

「本エスカレーター」という。）及びエレベーター（以下「本エレベーター」とい

い、本エスカレーターを併せて「本昇降機」という。）の所有権は乙に帰属し、本

昇降機の維持管理は、第３項及び第６項の定めるとおり、乙が行う。 

２ 本エスカレーターは、２人乗りとし、本エスカレーターの台数は２台とする。 

３ 本エスカレーター整備の費用負担については、下表のとおりとする。 

昇降設備

工事費※1 
躯体費
※2

維持 

管理費※3 

その他

費用※4 

費用負担者 甲 乙 乙 乙 

※１ 「昇降設備工事費」とは、本エスカレーターの本体（機材）、付属品、搬入

費、設置工事費及び別途供給される一次側電源以降の二次側の工事費を含む。 

※２ 「躯体費」とは、本エスカレーターを設置するための躯体工事及びそれに

付随する工事費を意味する。 

※３ 「維持管理費」とは、本エスカレーターの運用開始後にかかる、定期点検、

維持管理及び修理等の費用を意味する。 

※４ 「その他費用」とは、昇降設備工事費、躯体費、維持管理費以外で本エス

カレーターの整備に関連する付帯工事、設計監理等すべての費用を示す。

４ 本エスカレーターの整備に関する費用のうち、昇降設備工事費は、消費税及び

地方消費税等相当額を含め１７９，８５０，０００円を上限とし、次条の定める

ところにより甲が負担する。 

(案) 
別紙１ 
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５ 本エレベーターは、現在西新井駅西口に設置してあるものと同等の定員及び台

数とし、救急時には、ストレッチャーを搬送できる仕様とする。 

６ 維持管理費などを含む本エレベーターの整備費用は全て乙の負担とし、甲は負

担しない。 

 （負担額の精算及び支払） 

第３条 甲は、乙から次に掲げる資料の提出を受けたうえ、甲乙での協議を踏まえ、

前条の定める昇降設備工事費の負担額を決定する。 

（１） 工事完了報告書（本事業にかかる、竣工図、設備仕様図、検査済証、工

事着工前の写真及び完成後の写真を添付したもの。）

（２） 乙が工事を発注した業者（以下「業者」という。）との間で締結した工事

等の契約書及び工事内訳書（※5）の写し（原本は提示のみとする。）

（３） その他、甲が必要と認める関係書類

※５ 工事内訳書は、昇降設備工事費（※1）並びに、これに係る諸経費、消費税及

び地方消費税等相当額が明確になるよう作成する。

２ 乙は、業者に対し費用の総額を支払った後に、甲に対し前項の定める甲の負担

額を請求するものとする。この場合において、乙による負担額の請求は、令和５

年１月２７日までに行わなければならない。 

３ 甲は、乙から前項の規定による負担額の請求があったときは、請求から３０日

以内に第１項の負担額を支払うものとする。 

（地元への対応） 

第４条 乙は、本事業を行うにあたり、近隣住民及び駅施設利用者等に最大限の配

慮を行い、本事業を原因としかつ乙の起因による要望に対しては、誠意をもって

迅速に対応する。 

（協定の変更） 

第５条 設計変更、災害、物価労賃等の変動が生じた場合など、本協定を変更する

必要が生じた場合は、甲乙協議の上、本協定を変更する。 

（協定の有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から工事の精算が完了する日まで

とする。 

（定めのない事項等） 

第７条 本協定書に定めのない事項又は本協定書に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議の上、定める。 

本協定締結の証として、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を

保有する。 
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令和３年〇月〇日 

甲 東京都足立区中央本町一丁目１７番１号

足立区

代表者 区長  近藤 弥生

乙 東京都墨田区押上一丁目１番２号

東武鉄道株式会社

取締役社長 根津 嘉澄
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（別紙）案内図

施工期間：令和３年〇月から令和〇年〇月まで
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地権者及び居住者の皆様に向けた説明会開催の準備を
進めておりましたが、５月７日に緊急事態宣言の延長
が発令されるなど、早期の開催が難しくなってしまい
ました。

そこで、まずは西新井公園の都市計画変更と補助第
255号線の整備に関するオンライン説明動画を配信す
るとともに、ご視聴いただいた方に対するＷｅｂアン
ケートを実施いたします。ぜひご覧ください。
なお、地権者説明会につきましては、緊急事態宣言の
解除後に、改めて開催のご案内をさせていただきます。

動画視聴は
コチラ

アンケートにも
ご協力ください

※ご希望の方には、説明動画を紙面にまと
めた資料（9ページ）をお渡しいたしますの
で、個別にご連絡ください。

お問合せ先

西新井公園について

補助第255号線について

まちづくりについて

みどり推進課 計画係 浅利・下村

街路橋りょう課 事業計画係 入澤・広野

まちづくり課 中部地区係 堀川・北澤

電話番号 ０３－３８８０－５１１１（代表）

西新井公園・都市計画道路補助第255号線
計画区域内地権者及び居住者の皆様へ

足立区 西新井駅東口

別紙２
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配信動画の概要について

一定の広さを確保しつつ、区域を縮小し、
早期の整備を図ります。
第十中学校と隣接させ、一時避難所の
機能向上を図ります。
補助第255号線と隣接させ、公園のアクセ
ス向上、延焼遮断帯の形成を図ります。

補助第２５５号線は西新井公園との重複を
解消し、道路を立体化しない（高架や地下
のない）利用しやすい道路とします。

周辺とあわせて、まちづくりのルールを
定めていきます。

西新井
公園

補助第255号線

下記の計画について説明していきます

公園の計画を廃止し、
周辺とあわせてまちづくりを
進める区域

南北線は接続する道路事業の進捗にあわ
せ、整備を検討します。

令和３年３月１５日に皆様にお配りした「西新
井公園・都市計画道路補助第２５５号線 計画
区域内地権者及び居住者の皆様へ」について、
動画にて詳細を説明させて頂きます。
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